
2015 年 4月の「手引き」改訂内容のうち、 

過去問題の正誤に影響が出そうな部分 

 

ここでは、今回改訂された「手引き」の内容のうち、過去問題の正誤に影響しそうな内容

と、実際に「ココデル虎の巻」過去問集で正誤等に影響する問題についてまとめました。 

 

まず、今回の改定内容で、問題と解説に影響するのは、以下になります。 

■影響する「問題」 

第３章：問 45、問 49 

第４章：問 94、問 97 

第５章：問 148、問 153、問 156、問 207 

■影響する「解説」 

第３章：問 51、問 56、問 396、問 433 

第４章：問 93 

第５章：問 153、問 154、問 157、問 171 

 

第３章 

● 【改訂内容】イブプロフェンは、アスピリンやサザピリンと同じく、一般用医薬品では

15歳未満の小児には「いかなる場合も」使用してはいけない 

・ 影響のある「ココデル虎の巻」過去問・解説 

 P167 第３章問 45：選択肢３「一般用医薬品では、解熱鎮痛成分としてイブプロ

フェンを含有する小児向けの内服薬はない」は、「手引き」の記述とは異なる 

 P168 第３章問 49：記述ｄ「…、一般用医薬品では小児向けの製品はない」は、 

「手引き」の記述とは異なる 

 P492 第３章問 51＜解説＞：「イブプロフェンについては一般用医薬品において 

小児向けの製品はないため」→「イブプロフェンについては一般用医薬品にお

いて 15歳未満の小児はいかなる場合も使用してはならないため」 

● 【改訂内容】催眠鎮静薬に配合される鎮静成分（尿素類）に関する内容 

・ 「催眠鎮静薬よりも、かぜ薬や解熱鎮痛薬などに補助成分として配合されることが 

多い。」という記述が削除された。ただし、一般に解熱鎮痛薬には配合される 

・ 影響のある「ココデル虎の巻」過去問・解説 

 P493 第３章問 56＜解説＞：「ブロムワレリル尿素は、かぜ薬や解熱鎮痛薬など 

に補助成分として配合されることが多く、」の部分は、「かぜ薬や解熱鎮痛薬な



どに補助成分として配合されることが多く、」を削除 

● 【改訂内容】安中散の注意 

・ 安中散に関する注意「まれに重篤な副作用として、肝機能障害を生じることがある」 

が、削除された 

・ 影響のある「ココデル虎の巻」過去問・解説 

 P527 第３章問 396＜解説＞：１の安中散の解説で、「まれに重篤な副作用として、

肝機能障害を生じることが知られている。」を削除 

● 【改訂内容】「一般用検査薬」の解説 

・ 一般の生活者が健康状態を把握し、速やかな受診につなげることで病気を早期発見 

するためのもの 

・ 検体は、尿、糞便、鼻汁、唾液、涙液など採取に際して侵襲（採血や穿刺等）のな

いものである 

・ 影響のある「ココデル虎の巻」過去問・解説 

 P531 第３章問 433＜解説＞：「一般用検査薬は、『一般の生活者が日常において 

自らの体調をチェックすること』を目的とするものである。」の記述は間違いで

はないが、新しい「手引き」の記述に合わせると「一般用検査薬は、一般の生

活者が健康状態を把握し、速やかな受診につなげることで病気を早期発見する

ためのものである。」となる 

 

第４章 

● 【改訂内容】「機能性表示食品」の追加 

・ 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の３つを総称して「保健機能食品」

と呼ぶ 

・ 影響のある「ココデル虎の巻」過去問・解説 

 P329 第４章問 94：記述「エ：特定保健用食品と栄養機能食品を総称して「保健機

能食品」という。」は、「エ：特定保健用食品と栄養機能食品、機能性表示食品を

総称して「保健機能食品」という。」が正しい 

 P543 第４章問 93＜解説＞：選択肢５の解説「『特定保健用食品』と『栄養機能食

品』を総称して、『保健機能食品』という。」は、「『特定保健用食品』と『栄養機

能食品』、『機能性表示食品』を総称して、『保健機能食品』という。」となる 

● 【改訂内容】栄養機能食品を規定する法律の変更 

・ 「健康増進法第 31条第 2項」から「食品表示法に基づき制定された食品表示基準第

2条第 1項第 11 号」に変更 

・ 影響のある「ココデル虎の巻」過去問・解説 

 P330 第４章問 97：問題文「食品衛生法及び健康増進法で規定される栄養機能食品



の…」は、不適切な問題となる 

 P543 第４章問 93＜解説＞：選択肢３の解説にある「栄養成分の機能を表示する場

合、『健康増進法』の規定に基づき、表示を行わなければならない。」は、「栄養成

分の機能を表示する場合、『食品表示法に基づき制定された食品表示基準』の規定

に基づき、表示を行わなければならない。」となる 

●【改訂内容】「規則第 15条第 2項の登録販売者」に関する記述 

・ 「規則第 15条第 2項の登録販売者（過去５年間で、一般従事者または登録販売者と

しての従事期間が、通算で２年に満たない登録販売者）」は店舗管理者（区域管理者）

になれない 

 

第５章 

● 【改訂内容】副作用報告は厚生労働大臣に対して行うが、報告書の提出先は総合機構 

（PMDA） 

・ 影響のある「ココデル虎の巻」過去問・解説 

 P423 第５章問 148：選択肢４「報告の期限は特に定められていないが、報告の必

要性を認めた場合においては、適宜速やかに報告書を厚生労働省に送付すること

とされている。」の記述は、正→誤となる 

 P425 第５章問 153：記述ａ「…報告の必要性を認めた場合においては、適宜速や

かに報告書を厚生労働省に送付することとされている。」は、正→誤となる 

 P443 第５章問 207：選択肢３「報告期限は特に定められていないが、報告の必要

性を認めた場合においては、適宜速やかに報告書を厚生労働省に送付することと

されている。」の記述は、正→誤となる 

 P568 第５章問 154＜解説＞：選択肢３の解説にある「報告の必要性を認めた場合

においては、適宜（てきぎ）すみやかに報告書を厚生労働省に送付することとさ

れている。」は、「報告の必要性を認めた場合においては、適宜（てきぎ）すみや

かに報告書を総合機構に送付することとされている。」となる 

 P570 第５章問 171＜解説＞：記述「ｄ」の解説にある「適宜すみやかに報告書を

厚生労働省に送付することとされている。」は、「適宜すみやかに報告書を総合機

構に送付することとされている。」となる 

● 【改訂内容】報告書の提出について、「電子政府の相談窓口 e-Gov」の削除（閉鎖され た

ため） 

・ 影響のある「ココデル虎の巻」過去問 

 P426 第５章問 156：記述ｃ「報告書の送付は、郵送またはファクシミリによるほ

か、「電子政府の総合窓口」を利用して電子的に行うこともできる。」は、正→誤

となる 



 P568 第５章問 153＜解説＞：記述「ｄ」の解説にある「『電子政府の総合窓口 e-Gov』

を利用して電子的に行うこともできる。」は、「電子メールなどを利用して電子的

に行うこともできる。」となる 

 P568 第５章問 154＜解説＞：選択肢４の解説にある「『電子政府の総合窓口 e-Gov』

を利用して電子的に行うこともできる。」は、「電子メールなどを利用して電子的

に行うこともできる。」となる 

 P568 第５章問 157＜解説＞：記述「ｃ」の解説にある「『電子政府の総合窓口 e-Gov』

を利用して電子的に行うこともできる。」は、「電子メールなどを利用して電子的

に行うこともできる。」となる 

 


